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本日の内容

1. 規則改正（2022年11月1日施行）

2. 規則改正（2023年2月1日施行）

3. 最新の加盟国情報

4. Q&A セッション

5. お知らせ
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規則改正 (2022年11月1日施行)

代理人の選任

更新



ご質問

a) オンラインサービス（Management of representative）を
利用した代理人の選任

b) MM12を利用した代理人の選任

c) 名義人が署名した書面による代理人の選任

代理人の選任の記録を請求できなくなった方法は
どれでしょうか。
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代理人の選任

2017年の規則改正により、代理人の氏名又は住所
の変更を申請する場合、MM10の使用を義務付け

2022年の規則改正により、代理人の選任を書面で
申請する場合、MM12の使用を義務付け

いずれも、オンラインサービスの一つManagement 

of representative により申請可能
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オンラインサービス (eMadrid)
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Management of representative
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オンラインサービスの場合、代理人の選任を請求できるのは名義人のみ



eMadrid
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MM12等、様式をアップロードする場合



Contact Madrid
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MM12等、様式をアップロードする場合



MM12
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アップロードした様式に対応したタイトルを選択



オンラインサービスとMM12との比較

Management of representative

申請者：名義人のみ

名義人のEmail addressで
WIPOアカウントにログイン

欠陥率：3%

平均処理期間：18日

MM12

申請者：名義人の署名があ
れば代理人による申請可

名義人の自筆、タイプ打ち
の署名

欠陥率：10％

平均処理期間：30日
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ご質問

a) 満了日の12ヶ月前

b) 満了日の6ヶ月前

c) 満了日の3ヶ月前

国際登録の更新申請は、どのくらい前から可能で
しょうか
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更新

満了日の6ヶ月前から更新可能 リマインダー受領後、更新手続可能

満了日を待たず、更新を記録満了日前に更新登録証を入手可能
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改正前（～2022.10.31） 改正後（2022.11.1～）

手続期間 満了日の3ヶ月前から 満了日の6ヶ月前から

猶予期間 満了日から6ヶ月以内 満了日から6ヶ月以内

国際登録簿への記録 満了日以降記録 更新料を確認後記録

更新登録証の発行 満了日以降送付 更新記録後送付

満了日前の追加更新 n/a 可能

満了日以降の追加更新 可能 可能



eMadrid
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オンライン更新
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オンライン更新

満了日6ヶ月前から猶予期間満了日まで利用可能
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オンライン更新

更新する指定国は選択可能
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オンライン更新

満了日から6ヶ月以上前、6ヶ月の猶予期間経過後、更新手
続後は利用不可 (追加更新の場合はMM11を使用)
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オンラインサービスとMM11との比較

オンライン更新

満了日の6ヶ月前から申請
可能

WIPO予納口座又はクレジッ
トカード

追加更新の申請不可

欠陥率：2%

MM11

期間制限はないが、6ヶ月前
にならないと記録されない

WIPO予納口座又は銀行送
金

追加更新の申請可

欠陥率：17％

20



規則改正 (2023年2月1日施行)

単一の標章表示

標章表示の新しい方法

拒絶通報中の引用商標へのアクセス手段

WIPOとのユーザとの電子的通信



単一の標章表示
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標章表示の新しい方法

規則9の改正により、視認可能な標章見本から、デジタルファ
イルを含む標章表示(representation of the mark) に変更

提供可能なフォーマットは実施細則セクション11の2に規定

視認可能な標章を添付する場合、20センチ平方枠内

画像ファイルを提供する場合、JPEG、PNG又はTIFF形式

音声ファイルを提供する場合、MP3又はWAV (5MB以内)

映像ファイルを提供する場合、MP4 (20MB以内)
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音声又は映像ファイルで表
示された国際登録証の例
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Madrid Member Profiles
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拒絶通報中の引用商標へのアクセス手段

規則17(2)(v)の改正により、拒絶通報中の引用商
標の情報として、標章表示へのアクセス方法を記載

引用商標が音響商標の場合、標章表示の代わりに
オンラインデータベースや公報へのリンクを提供可
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ご質問

a) 欠陥のある拒絶通報として国際登録簿に記
録されないことから、応答する必要はない

b) 欠陥のある拒絶通報であっても、現地代理
人を通じて、応答する必要がある

拒絶通報中の引用商標へのリンクが切れていた場
合
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WIPOとユーザとの電子的通信
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実施細則の改正により、名義人又は代理人は、WIPOとの
通信を、Contact Madrid又はeMadridを利用して、電子的手
段で行うことが必要

スパムフィルターにより、WIPOから送信される通知をブロックされないよう
@wipo.int と rpost.biz を含む全てのアドレスをホワイトリストに登録



最新の加盟国情報

チリ

カーボベルデ

ベリーズ

モーリシャス



新加盟国の宣言事項

加盟国 発効日 個別手数
料

拒絶通報
期間延長

ライセン
スの記録
無効

分割、併
合の請求
不可

商標の使
用意思の
宣言

チリ 2022年
7月4日

カーボベルデ 2022年
7月6日

ベリーズ 2023年
2月24日

モーリシャス 2023年
5月6日

30



マドリッド同盟国

モーリシャス New!

2023.5.6-

チリ New!

2022.7.4-

カーボベルデ New!

2022.7.6-

ベリーズ New!

2023.2.24-

同盟数：114 (EUとOAPIを含む) 130か国をカバー
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Q&Aセッション



FAQ1

a) 代理人の選任の記録の申請

b) 代理人の名称又は住所の記録の申請

c) 代理人の取消の記録の申請

オンラインサービスを利用しない場合、様式の使用
が必須でない手続は
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FAQ2

a) できる

b) できない

オンラインによる代理人の選任の申請を、新代理
人は名義人に代わって手続することが

34



FAQ3

a) 署名をする権限があり、同一のemail 

addressを使用すればできる

b) できない

オンラインによる各種変更の申請を、パラリーガル
は弁理士に代わって手続することは
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FAQ4

a) 一部取消は考慮される

b) 一部取消は考慮されない

更新手続と一部取消を同日に申請し、いずれの申
請にも欠陥がない場合、更新料の計算の際
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FAQ5

a) 返金を請求できる

b) 返金を請求できない

更新前に指定国で無効となっていた区分について、更新の
記録から満了日までに無効が記録された場合
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FAQ6

a) 最初に更新した指定国と追加した指定国を
含む更新登録証

b) 追加した指定国のみの更新登録証

追加更新した場合、どちらの更新登録証が送付さ
れるでしょうか。
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更新登録証と追加登録証との比較
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FAQ7

a) 指定国で拒絶が確定していないのであれば
、更新して良い

b) WIPOに確認した方が良い

オンライン更新を利用したところ、暫定拒絶通報が送付され
ているにも関わらず、全部保護が記録されている指定国と
分類されました。このまま更新して良いでしょうか。
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FAQ8

a) WIPOを通じて、Email addressを指定国に
送信する

b) 現地代理人を通じて、Email addressを指定
国に送信する

指定国から、名義人のEmail addressが必要であ
るという拒絶通報を受領した場合
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1. 代理人の選任

オンラインサービスを利用しない場合、様式の使用が必須でない
手続は、代理人の取消の記録の申請

解説）代理人の選任の取消は、オンラインサービス（推奨）、又は
代理人の署名がある書面により請求できる。

2. 代理人の選任

オンラインによる代理人の選任の申請を、新代理人は名義人に代
わって、手続することはできない

解説）オンラインサービスの場合、名義人以外がログインすること
は想定していない。名義人のEmail addressとログインしたWIPO

アカウントのEmail addressが異なる場合、WIPOから
Confirmation emailが、名義人のEmail addressに送信される。

FAQ (回答1)

3. 代理人の選任

オンラインによる各種変更の申請を、パラリーガルは弁理士に代
わって手続することは、署名をする権限があり、同一のemail 

addressを使用すればできる

解説）署名者は、適用法に基づき署名する権限があると宣言

していることから、代理人のEmail addressが一致している限り、
同一事務所のパラリーガルが変更手続したとしても、WIPOはその
まま記録する。

4. 更新

更新手続と一部取消を同日に申請し、いずれの申請にも欠陥がな
い場合、更新料の計算の際、一部取消は考慮される

解説）更新申請時、一部取消等の変更手続が係属している場合、
WIPOは変更を先に記録することから、更新料の計算の際、一部
取消は考慮される。ただし、変更の申請に欠陥がある場合は記録
日が繰り下がり、考慮されない。
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FAQ (回答2)

5. 更新

更新前に指定国で無効となっていた区分について、更新の記録か
ら満了日までに無効が記録された場合、返金を請求できない

解説）指定国において、既に取り消された区分であっても、国際登
録簿に記録されるまでは更新手数料に反映されない

6. 更新

追加更新した場合、どちらの更新登録証が送付されるでしょうか。

正解はb）WIPOは追加された指定国のみの更新登録証を送付

解説）追加した指定国を加えた新たな更新登録証を入手すること
はできない

7. 更新

オンライン更新を利用したところ、暫定拒絶通報が送付されている
にも関わらず、全部保護が記録されている指定国と分類されまし
た。このまま更新して良いでしょうか。

正解はa)指定国で拒絶が確定していないのであれば、更新して良
い

解説）オンライン更新の場合、拒絶確定声明が記録されていない
限り、全部保護が記録されている指定国と同様の取り扱いとなる

8．WIPOとユーザとの電子的通信

指定国から、名義人のEmail addressが必要であるという拒絶通
報を受領した場合、現地代理人を通じて、Email addressを指定国
に送信する

解説）マドリッド同盟総会がEmail addressを国際出願の必須の要
件として導入した際、提供されたEmail addressはWIPOとユーザ
との通信にのみ使用する前提である
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オンラインセミナー(Webinar)
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WIPO日本事務所ウェブサイトにおけるマドリッド関連情報
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世界知的所有権機関(WIPO)日本事務所

住所: 〒100-0013 

東京都千代田区霞が関1丁目4-2 

大同生命霞が関ビル3階

TEL: 03-5532-5030

E-Mail: japan.office@wipo.int

URL:  www.wipo.int/japan

お問い合わせ先
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